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第６章 介護保険事業費等の推計 
 

 

１ 介護保険事業の目標数値の推計手順 

 

第７期の介護保険事業の数値目標及び介護保険料については、都道府県・市町村におけ

る介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するための情報システムであ

る、地域包括ケア「見える化」システムを用いて算出しました。 

推計のおおまかな手順は以下のとおりです。 

 
 

図表 28 介護保険料等の推計手順 

 
  

将来人口の推計 

将来の要介護（支援）認定者数の推計 

将来の介護予防サービス 

（在宅・居住系） 

見込量の推計 

将来の介護サービス 

（在宅・居住系・施設） 

見込量の推計 

将来の総給付費の推計 

介護保険料の算定 



第６章 介護保険事業費等の推計 

２ 高齢者数と認定者数の推計 

①高齢者数（将来人口）の推計 

第１号被保険者となる高齢者数については、コーホート要因法により推計します。第７

期の計画期間中の第１号被保険者推計人口は以下のとおりです。 
 

図表 29 高齢者数                           （人） 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

総人口 43,574 43,790 43,994 

第１号被保険者数 

（総人口に占める高齢者の割合） 

9,688 9,772 9,842 

22.2% 22.3% 22.4% 

  ６５～７４歳（前期高齢者） 

（総人口に占める前期高齢者割合） 

5,218 5,039 4,912 

  12.0% 11.5% 11.2% 

  ７５歳以上（後期高齢者） 

（総人口に占める後期高齢者割合） 

4,470 4,733 4,930 

  10.3% 10.8% 11.2% 
 

②認定者数の推計 

第７期の計画期間中の要介護・要支援認定者数の見込みは以下のとおりです。 
 

図表 30 認定者数                            （人） 

      平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認定者数 1,461 1,534 1,611 

   要支援１ 190  200  210  

   要支援２ 234  246  258  

   要介護１ 307  322  338  

   要介護２ 234  245  258  

   要介護３ 175  184  193  

   要介護４ 190  199  209  

   要介護５ 133  138  145  

 

うち第１号被保険者数 1,419 1,486  1,556 

 要支援１ 185  195  205  

 要支援２ 231  242  253  

 要介護１ 294  307  321  

 要介護２ 227  236  247  

 要介護３ 172  182  192  

 要介護４ 184  191  199  

 要介護５ 126  133 139  
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３ サービス見込量と総給付費の推計 

①介護予防サービス見込量（給付費） 

要支援１、２の方が利用する介護予防サービスについて、訪問看護やデイサービスなど

の在宅サービスと、特定施設やグループホームなどの居住系サービスの見込は以下のとお

りです。 
 

図表 31 介護予防サービス見込量               単位は各項目( )内 

      平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（１）介護予防サービス       

  介護予防訪問介護 給付費（千円）    

  人数（人）    

  介護予防訪問入浴介護 給付費（千円） 0  0  0  

  回数（回） 0.0  0.0  0.0  

  人数（人） 0  0  0  

  介護予防訪問看護 給付費（千円） 11,293  11,827  12,071  

  回数（回） 278.0  291.0  297.0  

  人数（人） 42  44  45  

  介護予防訪問リハビリ

テーション 

給付費（千円） 0  0  0  

  回数（回） 0.0  0.0  0.0  

  人数（人） 0  0  0  

  介護予防居宅療養管理

指導 

給付費（千円） 1,894  1,997  2,128  

  人数（人） 16  17  18  

  介護予防通所介護 給付費（千円）    

  人数（人）    

  介護予防通所リハビリ

テーション 

給付費（千円） 18,368  18,887  19,654  

  人数（人） 48  50  53  

  介護予防短期入所生活

介護 

給付費（千円） 1,330  1,451  1,499  

  日数（日） 22.1  24.1  24.9  

  人数（人） 2  2  2  

  介護予防短期入所療養

介護（老健） 

給付費（千円） 0  0  0  

  日数（日） 0.0  0.0  0.0  

  人数（人） 0  0  0  

  介護予防短期入所療養

介護（病院等） 

給付費（千円） 0  0  0  

  日数（日） 0.0  0.0  0.0  

  人数（人） 0  0  0  

  介護予防福祉用具貸与 給付費（千円） 8,918  9,470  9,913  

  人数（人） 121  129  135  
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      平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

  特定介護予防福祉用具

購入費 

給付費（千円） 1,251  1,251  1,461  

  人数（人） 5  5  6  

  
介護予防住宅改修 

給付費（千円） 4,865  5,827  6,807  

  人数（人） 5  6  7  

  介護予防特定施設入居

者生活介護 

給付費（千円） 8,180  8,893  9,602  

  人数（人） 10  11  12  

（２）地域密着型介護予防サービス       

  介護予防認知症対応型

通所介護 

給付費（千円） 99  99  99  

  回数（回） 1.0  1.0  1.0  

  人数（人） 1  1  1  

  介護予防小規模多機能

型居宅介護 

給付費（千円） 0  0  0  

  人数（人） 0  0  0  

  介護予防認知症対応型

共同生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  

  人数（人） 0  0  0  

（３）介護予防支援 
給付費（千円） 7,645  8,487  10,106  

人数（人） 137  152  181  

合計 給付費（千円） 63,843  68,189  73,340  

 
 

図表 32 介護予防サービス見込量（給付費）               （千円） 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

在宅サービス 55,663  59,296  63,738  

居住系サービス 8,180  8,893  9,602  

合計 63,843  68,189  73,340  
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②介護サービス見込量（給付費） 

要介護の方が利用する介護サービスについて、訪問介護や訪問リハビリテーションなど

の在宅サービスと、特定施設やグループホームなどの居住系サービス、特別養護老人ホー

ムなどの施設サービスの見込は以下のとおりです。 
 
 
 

図表 33 介護サービス見込量                 単位は各項目( )内 

      平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

（１）居宅サービス       

  訪問介護 給付費（千円） 245,925  276,441  251,829  

  回数（回） 7,283.5  8,157.2  7,441.2  

  人数（人） 204  211  188  

  訪問入浴介護 給付費（千円） 4,445  5,772  6,463  

  回数（回） 30.8  39.5  44.2  

  人数（人） 9  9  9  

  訪問看護 給付費（千円） 81,005  83,335  84,840  

  回数（回） 1,741.5  1,770.7  1,790.1  

  人数（人） 136  139  144  

  訪問リハビリテーショ

ン 

給付費（千円） 6,004  6,876  8,154  

  回数（回） 165.4  189.4  224.7  

  人数（人） 10  10  10  

  居宅療養管理指導 給付費（千円） 15,929  17,201  18,295  

  人数（人） 133  143  151  

  通所介護 給付費（千円） 112,318  121,858  116,484  

  回数（回） 1,246.4  1,317.8  1,241.9  

  人数（人） 144  151  135  

  通所リハビリテーショ

ン 

給付費（千円） 136,635  137,610  140,563  

  回数（回） 1,161.9  1,169.9  1,189.2  

  人数（人） 129  133  136  

  短期入所生活介護 給付費（千円） 90,909  97,978  81,154  

  日数（日） 913.8  977.4  793.1  

  人数（人） 66  66  53  

  短期入所療養介護（老

健） 

給付費（千円） 15,231  15,316  16,956  

  日数（日） 130.0  133.0  147.0  

  人数（人） 27  32  32  

  短期入所療養介護（病

院等） 

給付費（千円） 0  0  0  

  日数（日） 0.0  0.0  0.0  

  人数（人） 0  0  0  

  福祉用具貸与 給付費（千円） 49,838  51,638  52,365  

  人数（人） 312  317  320  
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      平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

  特定福祉用具購入費 給付費（千円） 1,998  2,266  2,266  

  人数（人） 7  8  8  

  住宅改修費 給付費（千円） 6,934  6,934  7,982  

  人数（人） 7  7  8  

  特定施設入居者生活介

護 

給付費（千円） 70,724  74,508  76,305  

  人数（人） 31  32  33  

（２）地域密着型サービス      

  定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

給付費（千円） 1,563  1,563  1,563  

  人数（人） 1  1  1  

  夜間対応型訪問介護 給付費（千円） 0  0  0  

  人数（人） 0  0  0  

  認知症対応型通所介護 給付費（千円） 19,288  23,308  25,717  

  回数（回） 172.8  209.6  231.3  

   人数（人） 27  35  40  

  小規模多機能型居宅介

護 

給付費（千円） 0  0  0  

  人数（人） 0  0  0  

  認知症対応型共同生活

介護 

給付費（千円） 54,411  54,713  57,982  

  人数（人） 17  17  20  

  地域密着型特定施設入

居者生活介護 

給付費（千円） 0  0  0  

  人数（人） 0  0  0  

  地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

給付費（千円） 184,561  185,275  185,275  

  人数（人） 58  58  58  

  看護小規模多機能型居

宅介護 

給付費（千円） 0  0  18,820  

  人数（人） 0  0  13  

  地域密着型通所介護 給付費（千円） 113,211  123,927  134,466  

  回数（回） 1,233.4  1,347.0  1,454.9  

    人数（人） 115  119  121  

（３）施設サービス    

  介護老人福祉施設 給付費（千円） 342,504  353,341  357,761  

  人数（人） 118  121  122  

  介護老人保健施設 給付費（千円） 373,355  379,579  405,219  

  人数（人） 114  116  124  

  介護医療院 給付費（千円） 0  0  0  

  人数（人） 0  0  0  

  介護療養型医療施設 給付費（千円） 8,957  4,511  4,511  

  人数（人） 2  1  1  

（４）居宅介護支援 
給付費（千円） 84,105  88,892  92,476  

人数（人） 520  547  566  

合計 給付費（千円） 2,019,850  2,112,842  2,147,446  
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図表 34 介護サービス見込量（給付費）                 （千円） 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

在宅サービス 985,338  1,060,915  1,060,393  

居住系サービス 125,135  129,221  134,287  

施設サービス 909,377  922,706  952,766  

合計 2,019,850  2,112,842  2,147,446  
 
 
 

③総給付費 

３年間の総給付費は以下のとおりです。 
 

図表 35 総給付費                           （千円） 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

総給付費 2,083,693  2,181,031  2,220,786  
 
 

 

  



第６章 介護保険事業費等の推計 

４ 保険料の算定 

①所得段階別の保険料割合 

第７期における保険料の負担割合を次のとおりとします。 
 

図表 36 所得段階別保険料割合の設定                     （人） 

  
第 1 号被保険者数（人） 基準額に対す

る割合 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

第 1 段階 930  938  947  0.50（0.45） 

第 2 段階 484  489  492  0.65 

第 3 段階 388  391  394  0.75 

第 4 段階 1,540  1,554  1,565  0.90 

第 5 段階 （基準額） 1,463  1,476  1,486  1.00 

第 6 段階 1,482  1,495  1,506  1.10 

第 7 段階 1,531  1,544  1,555  1.30 

第 8 段階 920  928  935  1.50 

第 9 段階 358  362  364  1.60 

第 10 段階 194  195  197  1.70 

第 11 段階 126  127  128  1.90 

第 12 段階 97  98  98  2.10 

第 13 段階 175  175  175  2.30 

 

②保険料基準額の算定 

保険料収納の必要額は次の通りです。 
 

図表 37 保険料収納必要額の算定                      （千円） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 合計 

標準給付見込額 2,192,798  2,322,975  2,394,563  6,910,337 

地域支援事業費 160,585 180,405 186,450 527,441 

第 1 号被保険者負担分相当額 541,278 575,778 593,633 1,710,689 

調整交付金相当額 114,677 121,538 125,495 361,709 

調整交付金見込額 0 5,105 17,569 22,674 

調整交付金見込交付割合 0.00% 0.21% 0.70%  

市町村特別給付費等 9,140  9,780  10,465  29,385  

市町村相互財政安定化事業負担額       0 

市町村相互財政安定化事業交付額       0 

保険料収納必要額       1,905,410 

保険料収納必要額       1,905,410 

予定保険料収納率 98.5% 98.5% 
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③保険料基準額の見込 

保険料収納必要額を予定保険料収納率で除した後、所得段階別加入割合補正後被保険者

数で除し、算定上の保険料基準額を求めます。この結果、保険料基準額（月額）は、4,997

円となります。 

 
 

④所得段階別の保険料（年額）の設定 
 

所得の段階に応じた 13 段階の保険料（年額）を以下のとおり見込みます。 
 

図表 38 所得段階別保険料（第 7 期の見込） 

所得段階 対象 
基準額に 

対する割合 

保険料 

（年額） 

第 1 段階 

生活保護被保護者、世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年

金受給者、世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等 80

万円以下 

0.5 

（0.45） 

29,900 円 

(26,900 円) 

第 2 段階 
世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等 80 万円超

120 万円以下 
0.65 38,900 円 

第 3 段階 世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等 120 万円超 0.75 44,900 円 

第 4 段階 
本人が町民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金

収入等 80 万円以下 
0.9 53,900 円 

第 5 段階 

（保険料基準額） 

本人が町民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ本人年金

収入等 80 万円超 
1.0 59,900 円 

第 6 段階 町民税課税かつ合計所得金額 120 万円未満 1.1 65,900 円 

第 7 段階 町民税課税かつ合計所得金額 120 万円以上 200 万円未満 1.3 77,900 円 

第 8 段階 町民税課税かつ合計所得金額 190 万円以上 300 万円未満 1.5 89,900 円 

第 9 段階 町民税課税かつ合計所得金額 300 万円以上 400 万円未満 1.6 95,900 円 

第 10 段階 町民税課税かつ合計所得金額 400 万円以上 500 万円未満 1.7 101,900 円 

第 11 段階 町民税課税かつ合計所得金額 500 万円以上 700 万円未満 1.9 113,900 円 

第 12 段階 町民税課税かつ合計所得金額 700 万円以上 1,000 万円未満 2.1 125,900 円 

第 13 段階 町民税課税かつ合計所得金額 1,000 万円以上 2.3 137,900 円 

 

○所得段階第 1 段階について、国の定める政令により基準額に対する割合の引き下げ率が決定した場合は

国に従い定めます。 
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⑤第 9 期計画における推計値 

平成 37（2025）年度の推計値は次の通りです。 

 

図表 39 第 9 期計画における推計値 

 第６期 

平成 28 年 10 月 

（2016） 

第７期 

平成 31 年 10 月 

（2019） 

伸率 

対Ｈ28 

 第９期 

平成 37 年 10 月 

（2025） 

総人口 43,107 人 43,790 人 1.6％ 44,694 人 

第１号被保険者 9,403 人 9,772 人 3.9％ 9,892 人 

６５～７４歳 5,481 人 5,039 人 -8.1％ 3,833 人 

７５歳以上 3,922 人 4,733 人 20.7％ 6,059 人 

要介護認定者 1,343 人 1,534 人 1.6％ 2,066 人 

年度給付費 

（地域支援事業含む） 
1,807,329 千円 2,181,031 千円 20.7％ 2,708,689 千円 

保険料 

（基準月額） 
4,664 円 4,997 円 7.1％ 7,480 円 

 

人口推計によると第１号被保険者数は平成 37（2025）年度には 9,892 人となり、平成

28（2016）年度比 489 人（5.2％）増、要介護認定者数は平成 37（2025）年度には 2,066

人となり、同比 723 人（53.8％）増となる見込みです。 

介護保険給付費推計を基に保険料基準額の算出を行うと平成 37（2025）年度には、7,480

円（基準月額）となり、平成 28（2016）年度比 2,816 円（60.4％）増となる見込みです。 

現在の水準でサービスを利用し続けると、高齢化に伴い利用者が増えることから給付費

が増える見込みです。 

増加する保険料を抑制するためにも、介護予防施策の充実を図り、高齢者の元気な生活

を支えていくことが必要です。 
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第７章 計画を円滑に推進するために 
 

 

１ 町民との協働 

 

本計画の理念である「いつまでも住み続けたい 支え合いのまち とうごう」を目指し、 

様々な施策がその効果を十分に発揮して行くためには、多くの人の理解と協力が必要で

す。 

高齢者から若者まで地域社会を構成する町民一人一人が、地域の実情を把握し、地域の

問題を自分の事としてとらえ、解決に向けた取り組みが出来るよう、自助、共助を支援し

ます。町では、地域資源の掘り起こしや地域活動などの情報収集及び情報提供を行うとと

もに、支援体制を整備し、地域福祉の観点に基づき高齢者施策を展開、推進していきます。 

 

 

２ 関係機関との連携 

 

高齢者の様々なニーズに対応し、施策を円滑に推進するため、医療・介護・福祉関係機

関等との密接な連携に努めます。 

また、地域福祉の中核を担う東郷町社会福祉協議会と、区、自治会、民生委員、ボラン

ティア、NPO などが連携できるよう、引き続き支援していきます。 

 

 

３ 行政の役割 

 

地域包括ケアを推進するためには、高齢者福祉部門だけでなく行政各部局の横断的な連

携は必須です。部署内の情報共有はもちろんのこと、部局を超えた共有を積極的に行い、

町民や関係機関を適切に支援できる体制づくりを推進します。 

町民一人一人に必要な情報が届けられるよう、わかりやすい周知啓発を行い、地域に出

向き、ともに考える機会を持ちます。 

 

  



第７章 計画を円滑に推進するために 

 

４ 計画の評価体制の整備 

 

本計画の推進に当たり、盛り込んだ各事業の実施目標等について、各年度ごとに実績を

分析し、課題抽出を行います。抽出された課題は解決していけるよう評価し、評価の結果、

事業内容を修正する等の検討を行い、効果的かつ継続的な計画の推進を行います。 

また、本計画以外の各事業の実施計画等も合わせて評価します。 
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１ アンケート調査結果の概要 

 

１．調査概要 
 

 調査の目的 

本調査は、第７期高齢者福祉計画の策定および高齢者の福祉行政の基礎資料として、介護保険サ

ービスの利用状況・利用意向や高齢者の生活実態、福祉をはじめとする各種施策の利用意向、意見・

要望等を把握するだけでなく、「どこに」「どのような支援を必要としている高齢者が」、「どの程度

生活しているのか」を把握するために実施しました。 
 

 

 調査の対象 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＜一般高齢者・要支援者等＞ 

東郷町在住の要介護認定を受けていない、または要支援１・２と認定された 65 歳以上の方 

在宅介護実態調査＜要介護者＞ 

東郷町在住の要介護１～５と認定された方 

高齢者福祉計画策定のためのアンケート＜サービス事業所＞ 

東郷町内の全事業所および東郷町の被保険者が利用する町外の事業所 

高齢者福祉計画策定のためのアンケート＜ケアマネジャー＞ 

東郷町内の事業所に勤務するケアマネジャー、および東郷町の被保険者のケアプランを策定して

いる町外事業所に勤務するケアマネジャー 
 

 調査期間 

平成 29(2017)年１月 30 日から平成 29(2017)年２月 13 日 
 

 調査方法 

郵送配布・郵送回収 
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 回収状況 

アンケートの種類 配布数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 1,707 通 1,225 通 71.8％ 

在宅介護実態調査 800 通 430 通 53.8％ 

高齢者福祉計画策定のためのアンケート（サービス事業所） 25 通 21 通 84.0％ 

高齢者福祉計画策定のためのアンケート（ケアマネジャー） 34 通 23 通 67.6％ 

 

一般高齢者の行政区別回収率 

行政区 配布数 回収数 回収率  行政区 配布数 回収数 回収率 

諸輪 88 通 66 通 72.7％  御岳 90 通 61 通 67.8％ 

和合 90 通 63 通 70.0％  春木台 90 通 55 通 61.1％ 

傍示本 90 通 64 通 71.1％  北山台 90 通 63 通 72.2％ 

祐福寺 90 通 54 通 60.0％  押草団地北 90 通 61 通 67.8％ 

部田 90 通 62 通 68.9％  押草団地南 90 通 63 通 70.0％ 

白土 90 通 59 通 65.6％  西白土 90 通 69 通 76.7％ 

和合ケ丘 90 通 74 通 82.2％  部田山 90 通 63 通 70.0％ 

諸輪住宅 90 通 57 通 63.3％  清水 87 通 56 通 64.4％ 

     総計 1,525 通 1,055 通 69.2％ 
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２．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

★回答者自身について 

年齢 

一般高齢者では、「65 歳～69 歳」が 35.0％と最も高く、次いで「70 歳～74 歳」が 30.1％、「75 歳～79 歳」

が 21.1％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「80 歳以上」が 58.4％と最も高く、次いで「75 歳～79 歳」が 21.6％、「70 歳

～74 歳」が 13.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別 

一般高齢者では、「男性」が 47.2％、「女性」が 52.4％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「男性」が 32.0％、「女性」が 67.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成 

一般高齢者では、「夫婦 2 人暮らし（配偶者 65 歳以上）」が 34.4％と最も高く、次いで「息子・娘との 2 

世帯」が 21.0％、「1 人暮らし」が 19.5％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「夫婦 2 人暮らし（配偶者 65 歳以上）」、「息子・娘との 2 世帯」が 29.6％と

最も高く、次いで、「1 人暮らし」が 24.0％となっています。 
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★運動や外出について 

過去 1 年間での転倒経験 

一般高齢者では、「ない」が 73.8％と最も高く、次いで「１度ある」が 19.4％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「ない」が 45.6％と最も高く、次いで「１度ある」が 31.2％、「何度もある」

が 21.6％となっています。 

「何度もある」と「１度ある」を合わせた『過去１年間に転んだ経験がある人』の割合は、一般高齢者で

24.5％、要支援・要介護認定者で 52.8％となっており、28.3 ポイントの差となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒に対する不安 

一般高齢者では、「やや不安である」が 35.4％と最も高く、次いで「不安でない」が 28.5％、「あまり不安

でない」が 26.0％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「とても不安である」が 58.4％と最も高く、次いで「やや不安である」が 33.6％

となっています。 

「とても不安である」と「やや不安である」を合わせた『転倒に対して不安な人』の割合は、一般高齢者

で 43.6％、要支援・要介護認定者で 92.0％となっており、48.4 ポイントの差となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出の頻度 

一般高齢者では、「週 5 回以上」が 48.7％と最も高く、次いで「週 2～4 回」が 38.5％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「週 2～4 回」が 48.0％と最も高く、次いで「週１回」が 26.4％、「ほとんど

外出しない」が 18.4％となっています。 

「ほとんど外出しない」と「週１回」を合わせた『閉じこもり傾向のある人』は一般高齢者で 10.8％、要

支援・要介護認定者で 44.8％となっており、34.0 ポイントの差となっています。 
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外出する際の移動手段 

一般高齢者では、「自動車（自分で運転）」が 67.5％と最も高く、次いで「徒歩」が 56.1％、「電車」が 27.4％

となっています。 

要支援・要介護認定者では、「自動車（人に乗せてもらう）」が 53.6％と最も高く、次いで「徒歩」が 43.2％、

「タクシー」が 32.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★日常生活について 

誰かと食事をする機会 

一般高齢者では、「毎日ある」が 54.6％と最も高く、次いで「月に何度かある」が 19.9％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「毎日ある」が 36.8％と最も高く、次いで「月に何度かある」が 18.4％、「週

に何度かある」、「年に何度かある」が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品・日用品の買物 

一般高齢者では、「できるし、している」の割合が 84.8％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の

割合が 12.3％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「できるし、している」の割合が 52.0％と最も高く、次いで「できない」の割

合が 31.2％、「できるけどしていない」の割合が 16.0％となっています。 
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食事の用意 

一般高齢者では、「できるし、している」が 71.7％と最も高く、次いで「できるけどしていない」が 22.3％

となっています。 

要支援・要介護認定者では、「できるし、している」が 48.8％と最も高く、次いで「できない」が 29.6％、

「できるけどしていない」が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★地域での活動について 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加意向 

一般高齢者では、「参加してもよい」が 48.4％と最も高く、次いで「参加したくない」が 37.8％となって

います。 

要支援・要介護認定者では、「参加したくない」が 57.6％と最も高く、次いで「参加してもよい」が 28.8％

となっています。 

「是非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参加してみたいと思う人』の割合は、一般高齢者

で 55.6％、要支援・要介護認定者で 36.8％となっており、18.8 ポイントの差となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ出しや見守り等生活支援の活動への参加意向 

一般高齢者では、「参加したくない」が 44.8％と最も高く、次いで「参加してもよい」が 44.4％となって

います。 

要支援・要介護認定者では、「参加したくない」が 63.2％と最も高く、次いで「参加してもよい」が 22.4％

となっています。 

「是非参加したい」と「参加してもよい」を合わせた『参加してみたいと思う人』の割合は、一般高齢者

で 47.3％、要支援・要介護認定者で 24.0％となっており、23.3 ポイントの差となっています。 
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★健康について 

現在の健康状態 

一般高齢者では、「まあよい」の割合が 69.4％と最も高く、次いで「あまりよくない」が 14.3％、「とても

よい」が 11.4％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「あまりよくない」が 44.0％と最も高く、次いで「まあよい」が 36.8％、「よ

くない」が 16.0％となっています。 

『健康状態がよい人』の割合は、一般高齢者で 80.8％、要支援・要介護認定者で 37.6％となっており、43.2

ポイントの差となっています。また、『健康状態がよくない人』の割合は、一般高齢者で 16.6％、要支援・要

介護認定者で 60.0％となっており、43.4 ポイントの差となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

気分の落ち込み 

一般高齢者では、「はい」が 26.2％、「いいえ」が 70.1％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「はい」が 50.4％、「いいえ」が 48.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

物事に対する興味・関心の薄れ 

一般高齢者では、「はい」が 15.7％、「いいえ」が 81.0％となっています。 

要支援・要介護認定者では、「はい」が 40.8％、「いいえ」が 53.6％となっています。 
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★介護保険について 

現在の介護保険料について 

一般高齢者では、「高い」が 40.7％と最も高く、次いで「やや高い」が 37.9％、「適切」が 16.1％となって

います。 

要支援・要介護認定者では、「適切」が 36.0％と最も高く、次いで「やや高い」が 28.8％、「高い」が 26.4％

となっています。 

要支援・要介護認定者で、「適切」の割合が高く、一般高齢者で、「高い」「やや高い」の割合が高くなって

います。 
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３．在宅介護実態調査 

 

★回答者自身のことについて 

世帯類型 

「単身世帯」が 21.2％、「夫婦のみ世帯」が 31.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

家族や親族による介護 

「ほぼ毎日ある」が 41.9％と最も高く、次いで「ない」が

22.8％、「家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない」

が 11.4％となっています。 

 

 

 

 

 

主な介護者 

「配偶者」が 41.9％と最も高く、次いで「子」が 36.2％、

「子の配偶者」が 13.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

主な介護者の方が行っている介護等 

「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が 74.5％と最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手

続き」が 68.8％、「外出の付き添い、送迎等」が 65.1％となっています。  
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在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス 

「特になし」が 28.8％と最も高く、次いで「外出同行（通院、買い物など）」が 25.1％、「移送サービス（介

護・福祉タクシー等）」が 21.9％となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

★介護保険について 

介護保険サービスの利用状況 

「利用している」が 55.8％、「利用していない」が 37.2％となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

介護保険サービスを利用していない理由 

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が 46.9％と最も高く、次いで「家族が介護をする

ため必要ない」が 20.0％、「本人にサービス利用の希望がない」が 15.0％となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 
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介護保険料について 

「おおむね妥当だと思う」が 36.3％と最も高く、次いで「どちらかというと高いと思う」が 27.0％、「わ

からない」が 25.1％となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

利用料（自己負担金額）について 

「おおむね妥当だと思う」が 40.5％と最も高く、次いで「わからない」が 24.9％、「どちらかというと高

いと思う」が 16.7％となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、

次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」が 16.0％、

「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 
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★主な介護者について 

主な介護者の性別 

「男性」が 30.5％、「女性が 67.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な介護者の年齢 

「60 代」が 27.2％と最も高く、次いで「70 代」が 24.8％、

「50 代」が 20.1％となっており、60 代以上が約７割となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

勤務形態 

「働いていない」が 46.3％と最も高く、次いで「パートタイムで働いている」が 13.0％、「フルタイムで

働いている」が 12.8％となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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働き方についての調整 

「特に行っていない」が 38.7％と最も高く、次いで「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間

勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」が 28.8％、「介護のために、「休暇（年休や介護休暇

等）」を取りながら、働いている」、「介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている」が 18.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事と介護の両立に効果的な支援 

「特にない」が 28.8％と最も高く、次いで「制度を利用しやすい職場づくり」が 22.5％、「労働時間の柔

軟な選択（フレックスタイム制など）」、「介護をしている従業員への経済的な支援」が 17.1％となっていま

す。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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４．高齢者福祉計画策定のためのアンケート（サービス事業所） 

 

★事業所の形態 

運営形態 

「民間シルバーサービス事業者（株式会社など）」が 7 件と最も多く、次いで「社会福祉法人」が 5 件、「医

療法人」が 2 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

★サービス提供について 

サービス提供の状況 

「サービス提供量に余裕がある」が 9 件と最も多く、次いで「サービス提供量に余裕がない」、「サービス

需要量とサービス提供量のバランスが取れている」が 6 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

利用者数の状況 

「増えるときもあるが減るときもある」が 7 件と最も多く、次いで「若干の増減はあるが、ほぼ横ばいで

ある」が 6 件、「増加傾向にある」が 5 件となっています。 

 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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★サービス向上への取り組みについて 

利用者からの苦情の内容 

「特にない」が 8 件と最も多く、次いで「サービスの質や内容に関すること」が 7 件、「利用料や保険料負

担に関すること」、「介護保険制度そのものに関すること」が 5 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

サービスの質向上のための取り組み 

「相談窓口の設置」、「各種マニュアルの作成（例：サービス提供、防災、緊急時、虐待、パワハラ、セク

ハラ等）」が 14 件と最も多く、次いで「ケアカンファレンスの定期的な開催」が 13 件、「職員・スタッフの

継続的な研修・教育訓練の実施」が 12 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

人材育成での問題点 

「内部での効率的な研修が難しい」が 12 件と最も多く、次いで「外部の研修では、なかなか実務の改善に

結びつく内容にならない」が 8 件、「部下を育てることのできる管理者やリーダーが数少ない」が 6 件となっ

ています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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虐待予防に向けた取り組み 

「チームケアや「身体拘束ゼロ」の取り組みを推進」が 8 件と最も多く、次いで「職員相談など、職員の

サポート強化」が 5 件、「職場内研修の充実」が 4 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

★医療・介護連携について 

電子＠連絡帳レガッタネットとうごうの利用 

「利用したことがある」が 6 件、「利用したことはない」が 15 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

医療・介護連携の効果 

「利用者へより良いサービスが提供できるようになる」が 15 件と最も多く、次いで「よりきめ細かい利用

者の変化を捉えられるようになる」が 11 件、「リスクの軽減が期待できる」が 10 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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医療・介護連携の課題 

「自身が連携したいタイミングと相手の都合が合わず、連携が取りにくい」が 10 件と最も多く、次いで

「医療・介護連携をすると、時間を要し業務に支障が出る」、「専門用語等、会話に気を遣う」が 5 件、「特に

課題はない」が 3 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 
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５．高齢者福祉計画策定のためのアンケート（ケアマネジャー） 

 

★現在の勤務状況について 

勤務形態 

「常勤（専従）」が 13 件と最も多く、次いで「非常勤（専従）」が 5 件、「常勤（兼務）」が 2 件となってい

ます。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

ケアプラン担当件数 

「31 人以上」が 12 件と最も多く、次いで「21～30 人未満」が 6 件、「10 人以下」、「11～20 人以下」が

2 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

★医療・介護連携について 

電子＠連絡帳レガッタネットとうごうの利用 

「利用したことがある」が 5 件、「利用したことはない」が 15 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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医療・介護連携の効果 

「よりきめ細かい利用者の変化を捉えられるようになる」が 18 件と最も多く、次いで「利用者へより良い

サービスが提供できるようになる」が 16 件、「今まで知らなかった情報を知ることができるようになる」、

「リスクの軽減が期待できる」が 14 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

★課題や満足度について 

困っていること 

「自分の力量への不安」が 14 件と最も多く、次いで「ケアプラン作成の事務量が多い（担当利用者が多

い）」が 13 件、「ケアマネ業務以外の事務量が多い（業務範囲が不明確）」が 12 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

満足度 

「ケアマネジャーの仕事を続けていくことに不安がある」が 20 件と最も多く、次いで「現在のケアマネジ

ャーの仕事に満足している」が 3 件となっています。 

 

 

 

★今後の生活の場について 

施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 55.8％と最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」

が 16.0％、「入所・入居を検討している」が 14.0％となっています。 

 

 

  

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 

 

 

グラフ挿入 
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２ 第７期東郷町高齢者福祉計画策定設置関係要綱 

 

東郷町地域ケア推進会議設置要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の保健、医療、福祉等の関係者が連携し、町内の全ての高齢者が住み

慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるように支援することを目的とし、社会資源を活用

しながら地域力を高め、地域の課題について情報交換を行い、課題解決に向けた取組みを推進

する東郷町地域ケア推進会議（以下「地域ケア会議」という。）に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 （設置） 

第２条 地域ケア会議は、東郷町を一つの日常生活圏域とし設置する。 

 （業務） 

第３条 地域ケア会議は、次の事項について協議する。 

 ⑴ 地域の在宅介護に関する情報交換を行い、高齢者の実態把握をすることにより地域課題

を発見し、課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築を進めること。 

 ⑵ 困難な個別事例（以下「困難事例」という。）について早急かつ的確に解決するため、多

職種が協働して困難事例の支援内容を検討すること。 

 ⑶ 地域の実情に応じた高齢者に関するサービスの供給資源を開発すること。 

 ⑷ 東郷町高齢者福祉計画（老人福祉計画及び介護保険事業計画）の策定に関すること。 

 ⑸ その他町長が必要と認めたこと。 

 （組織） 

第４条 地域ケア会議は、委員１６人以内で組織する。  

２ 地域ケア会議の委員（以下「委員」という。）は、別表に掲げる者の内から町長が委嘱する。 

３ 委員の互選により委員長を選出する。 

４ 委員長は地域ケア会議を総括し、会議を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が

その職務を代理する。 

 （部会） 

第５条 地域ケア会議に、在宅医療・介護連携推進部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会に属すべき委員（以下「部会委員」という。）は、委員長が委員に諮り委員の内から指

名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会委員の内から委員長が委員に諮り指名する。 

４ 部会には、部会長の指名により議題の審議に必要な者を出席させることが出来る。 

５ 部会は、次の事項について協議し、決定する。 

 ⑴ 電子＠連絡帳（レガッタネットとうごう）の運営に関すること。 
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 ⑵ 在宅医療及び介護従事者の連携に係る研修に関すること。 

 ⑶ 在宅医療及び介護連携の周知に関すること。 

 ⑷ その他、在宅医療及び介護連携推進に関すること。 

６ 前項において部会が決定した事項については、地域ケア会議が決定したものとする。 

７ 部会長は部会を総括し、部会を代表する。 

８ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した委員が

その職務を代理する。 

９ 前各号に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 

 （任期） 

第６条 委員の任期は、３年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨

げない。 

 （事務局） 

第７条 地域ケア会議及び部会の庶務は、福祉部長寿介護課において処理する。 

 （会議） 

第８条 地域ケア会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、任期における初めての地域

ケア会議の招集は、町長が行う。 

２ 部会は、部会長が招集する。 

 （報償） 

第９条 地域ケア会議及び部会に出席した委員並びに部会長の指名により議題の審議に必要な

者として出席した者には、公務で出席したものを除き、予算の定めるところにより報償金を支

払うものとする。 

 （参考人等） 

第１０条 地域ケア会議において、委員以外の者から意見を聴くことが適当と認められる場合

は、委員長は、その者に地域ケア会議への出席を求め、意見又は事情を聴取することができる。 

２ 部会には、部会委員でない医療及び介護の関係者を部会長が指名し、参加させることができ

る。 

（個人情報の保護） 

第１１条 委員及び前条の規定により地域ケア会議又は部会に出席した者は、職務上知り得た

秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、委員長が地

域ケア会議に諮って定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第５条の規定にかかわらず委嘱の日から

平成３０年３月３１日までとする。   
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   附 則 

 この要綱は、平成２８年２月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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３ 第７期東郷町高齢者福祉計画策定 地域ケア推進会議委員名簿 

 

（敬称略） 

役職名等 氏  名 肩書き、資格 

医療関係者 

松浦 誠司 医師(東名古屋東郷町医師会） 

岡松 猛 歯科医師（愛豊歯科医師会東郷支部） 

福島 美佐子 訪問看護師（虹色訪問看護ステーション） 

保健関係者 

小川 百合子 瀬戸保健所 健康支援課（平成28年度） 

小山 美紀 健康部 健康課（平成28年度） 

土山 典子 瀬戸保健所 健康支援課（平成29年度） 

森本 美香 健康部 健康課（平成29年度） 

福祉関係者 

市川 常美 東郷町社会福祉協議会（平成28年度） 

後藤 みほ 東郷町地域包括支援センター（平成28年度） 

水野 逸馬 東郷町社会福祉協議会（平成29年度） 

土井 肇 東郷町地域包括支援センター（平成29年度） 

学識経験者 
村井 良則 

有識者 

（東名古屋医師会在宅医療サポートセンター） 

制野 司 有識者（社会福祉法人 昭徳会） 

地域代表 
近藤 正弘 

東郷町民生委員児童委員連絡協議会 
野々山 清子 

介護保険サービス

事業者 

松山 陽二 居宅介護支援事業所（もみの木） 

柴田 典義 施設サービス関係（愛厚ホーム東郷苑） 

山田 純子 
居宅サービス関係 

（JAあいち尾東訪問介護支援センター） 

被保険者代表 
岡 泰之 住民代表（第１号被保険者） 

海老原 由美 住民代表（第２号被保険者） 
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４ 第 7 期東郷町高齢者福祉計画 策定経過 

 

開催日 主な内容 

平成 28 年 11 月 22 日 

第５回東郷町地域ケア推進会議 

１ 第 7 期東郷町高齢者福祉計画について 

２ 第７期東郷町高齢者福祉計画の策定に係るアンケート調査

について 

平成 29 年 1 月 30 日 

～平成 29 年 2 月 13 日 

アンケート調査実施 

対象：一般高齢者、要介護（要支援）認定者、介護サービス提供

事業者、ケアマネジャーに対するアンケート調査を実施 

平成 29 年 3 月 30 日 
第６回東郷町地域ケア推進会議 

１ アンケート調査、結果について 

平成 29 年 6 月 1 日 

第７回東郷町地域ケア推進会議 

１ 第６期東郷町高齢者福祉計画の中間評価について 

２ 第７期東郷町高齢者福祉計画重点事項について 

３ アンケート分析から見える町施策の課題について 

平成 29 年 8 月 4 日 

第８回東郷町地域ケア推進会議 

１ アンケート分析から見える町施策の課題について 

２ 第６期東郷町高齢者福祉計画の振り返りから見た課題につ

いて 

３ 第７期東郷町高齢者福祉計画の策定に向けた重点課題につ

いて 

平成 29 年 10 月 12 日 

第９回東郷町地域ケア推進会議 

１ 第２章計画の概要（案）について 

２ 第３章計画の重点的な取組方針（案）について 

３ サービス量と介護保険料の見込みについて（概要） 

平成 29 年 12 月 1 日 

第１０回東郷町地域ケア推進会議 

１ 第７期東郷町高齢者福祉計画（案）について 

２ 第７期東郷町高齢者福祉計画（案）のパブリックコメントに

ついて 

平成 30 年 1 月 5 日 

～平成 30 年 1 月 25 日 

パブリックコメントの実施 

平成 30 年 2 月 20 日 

第１１回東郷町地域ケア推進会議 

１ 第７期東郷町高齢者福祉計画（案）のパブリックコメントの

結果について 

２ 第７期東郷町高齢者福祉計画（第６章、第７章及び資料編）

について 
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５ 用語集 

 

【あ行】 
●一般介護予防事業 

第１号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる人を対象に、介護予防に取組

めるよう、実態把握、普及啓発、及び住民主体の介護予防活動の支援等を行うための事業で

す。 

 

●ＮＰＯ 
ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称をいい、「ＮＰ

Ｏ法人」は、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した特定非営利活動法人の一般的な

総称をいいます。 

 

 

【か行】 
●介護給付／介護予防給付 

要介護認定／要支援認定を受けた人が介護保険サービスを利用した時、その費用の利用者負

担分を除いた分を保険者である町が支給することです。ほとんどのサービスについては、介護

サービス事業所に直接支払われます。住宅の改修、福祉用具の購入をした場合は、本人が町に

支給申請をした後に利用者負担分を除いた分が支給されます。 

 

●介護給付費準備基金 
保険料率の算定の基礎となった介護給付費の見込みを上回る給付費の増等に備えるために、

第１号被保険者の保険料の余剰金を積み立てて管理するために設けられています。介護給付費

に充てる介護保険料に不足が生じた場合は、必要額をこの基金から取り崩して財源を補填しま

す。 

 

●介護サービス 
介護が必要な人に対して行う身体的な介護（入浴、排せつ、食事の介助等）や生活面の援助

（掃除、洗濯、調理等）の総称で、自宅で行われるものと施設で行われるものがあります。 

 

●介護報酬 
介護サービスを行う事業所がサービスを提供したことに対して支払われる報酬のことをいい

ます。介護保険法で単価等が規定されていて、随時改定が行われます。  

 

●介護保険事業計画 
介護保険の保険者である市町村が、介護保険事業を円滑に実施するために、３年に１回の周

期で定める計画のことをいいます。必要となるサービス量の見込み、介護保険料額等を定めて

います。 

 

●介護保険施設 
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設（療養病

棟等）の３種類があります。 

介護老人福祉施設・・・常時介護が必要で自宅での生活が困難な人が入所し、介護を受けな

がら生活する施設。 

介護老人保健施設・・・主にリハビリを目的とした施設。 

介護療養型医療施設・・急性期の治療を終えた後の医療ケアが必要な人のための施設。  
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●介護予防 
「要介護状態となることを極力遅らせること」、「要介護状態となることを未然に防ぐこと」、

すでに介護が必要な場合は、「状態が悪化しないように努め、改善を図ること」に加え、日常生

活の活動を高め、家庭や社会への参加を通した生きがいづくりや自己実現を目指すという概念

です。 

 

●介護予防サポーター 
町や地域包括支援センターが実施する介護予防事業や介護予防活動を支援するボランティア

活動をする人のことをいいます。 

 

●介護予防・日常生活支援総合事業 
生活支援の充実、高齢者の社会参加・支え合い体制づくり、介護予防の推進、関係者間の意

識共有と自立支援に向けたサービスの推進等の事業のことをいいます。 

要支援者の多様なニーズに、要支援者の能力を最大限活かしつつ、多様なサービスを提供す

る仕組みで、住民主体のサービス利用や認定に至らない高齢者の増加、重度化予防推進により

高齢者が地域で元気に暮らし続けられるようにする事業のことをいいます。 

 

●課税年金収入額 
税法上課税対象の収入である老齢基礎年金や厚生年金、共済年金等の公的年金等の収入金額

のことをいいます。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は非課税の年金ですので、これに含み

ません。  

 

●基準額（保険料基準額） 
65 歳以上の人が１年間に納める介護保険料の基準となる金額のことをいいます。簡単な式に

あらわすと次のようになります。 

基準額 

（月額） 
＝ 

東郷町の介護保険サービス総費

用のうち第１号被保険者負担分 
÷ 

東郷町の 

第１号被保険者数 
÷ 12 カ月 

実際に金額を決める時には、保険料の収納率や保険料段階ごとの 65 歳以上の人数等の調整も

行います。 

第７期（平成 30 年度～32 年度）の東郷町の基準額（月額）は ４，９９７円です。この基準

額に、各個人ごとの所得状況等に応じた割合をかけたものが、その人が年間に支払う介護保険

料額になります。 
 

●救急安心カード 
居宅において、救急要請をした場合に病気、怪我あるいは動揺して話すことができない等、

救急活動に必要な情報が得られないことを想定し、必要な情報を記入したカードを救急安心カ

ードと言います。この救急カードを特定の場所（冷蔵庫）に貼っておくことにより、救急隊等

が迅速な対応がとれるようにしています。 

 

●居宅介護支援・居宅介護支援事業所 
要介護認定を受けた人が自宅で生活する時に、その人が望む日常生活を送ることができるよ

う、ケアマネジャー（介護支援専門員）が支援を行うことを「居宅介護支援」といいます。具

体的には、居宅サービス計画の作成や、サービス事業所との連絡調整等を行います。このよう

な居宅介護支援を行う事業所を「居宅介護支援事業所」といいます。  

 

●居宅サービス・居宅 
介護保険サービスのうち、自宅で生活する要介護者のためのサービスを「居宅サービス」と

いいます。居宅サービスの種類には、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテー

ション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所、特定施設入居者

生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売があります。 

介護保険制度での「居宅」は、自宅のほか、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等の居室が含

まれます。 
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●グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 
介護保険サービスのうちの地域密着型サービスのひとつです。認知症の人が、スタッフに専

門的なケアを受けながら、共同生活を送ります。 

 

●ケアマネジメント 
利用者一人ひとりに対して、適切なサービスを組合せて調整を行うこと。 

 

●ケアマネジャー（介護支援専門員） 
介護の知識を幅広く持った専門家で、介護を必要とする人からの相談に応じ、適切なサービ

スを受けられるよう支援を行う人です。介護保険サービスを利用する上での中心的役割を担い

ます。  

 

●ケアプラン（サービス計画） 
要介護者が介護サービスを利用できるように、ケアマネジャー等が作成する計画書のことを

いいます。自宅にいる人には「居宅サービス計画書」、施設に入所している人には「施設サービ

ス計画書」、要支援１・２の人には「介護予防サービス・支援計画書」が作成されます。サービ

スを利用する人や家族の意向、援助の方針、解決すべき課題と目標、具体的なサービス内容等

が記載されます。 

 

●軽減 
収入が少なく生活が困窮している人に対して、申請により介護サービス費の利用者負担や介

護保険料を減額し、負担を軽減するものです。  

 

●減免 
災害等の特別な事情により、一時的に著しく収入が減少し介護保険料を支払うことが困難な

ときに、申請により介護保険料を減額または全額免除するものです。  

 

●権利擁護 
判断能力が不十分な人や自己防衛が困難な人が不利益を被らないよう支援を行うことをいい

ます。 

 

●高額医療合算介護サービス費 
介護サービスの利用者負担額と医療保険の利用者負担額には、それぞれ月額で限度額が設け

られていて、利用者負担額がその限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費」

や「高額療養費」として払い戻される仕組みになっています。 

「高額医療合算介護サービス費」は、介護分と医療分の利用者負担を合計して年額で限度額

が設けられ、その限度額を超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として申請により払い

戻されることになります。 

 

●高額介護サービス費 
介護サービス費用の一部は利用者が負担しますが、１ヶ月の支払い合計額が一定上限額を超

えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費」として申請により払い戻されます。対象とな

る人には、長寿介護課から申請書類が送付されます。  
 

●合計所得金額 
税金に関する用語で、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、所得控除

（扶養控除、医療費控除等）や特別控除、譲渡損失等の繰越控除前の金額をいいます。  

 

●高齢者虐待 
高齢者が家族等の養護者や介護サービス提供者から不適切な扱いを受けて、高齢者の心身の

健康が損なわれることをいいます。身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護・

世話の放棄・放任の５種類があります。高齢者が虐待を受けていることに気づいた人は、通報

する義務があります。 
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【さ行】 
●在宅・在宅介護 

一般的に、自宅にいることをいいます。 

主に自宅で介護を受けている、または自宅で家族の介護をしていることを「在宅介護」とい

います。これに対して施設に入所して介護を受けることを「施設介護」といいます。  

 

●サービス付き高齢者向け住宅 
安否確認や生活相談など高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造

の住宅のことをいいます。 

 

●支給限度額 
介護保険の居宅サービス（自宅で生活する人のためのサービス）について、１ヶ月に支給さ

れるサービス費用の上限額のことをいいます。要介護度ごとに金額が設定されていて、この限

度額までは一部の自己負担でサービスが利用できます。限度額を超えた場合は、超えた分が全

額自己負担となります。要介護認定を受けている人は、「介護保険被保険者証」に金額が記載さ

れています。  

 

●指定居宅サービス事業者 
介護保険の居宅サービスを行う事業者として、都道府県等の指定を受けた事業者のことで

す。 

 

●施設サービス 
介護保険サービスのうち、介護を必要とする人が介護保険施設に入所して受けるサービスで

す。施設サービスの種類には、介護福祉施設サービス（介護老人福祉施設に入所して受けるサ

ービス）、介護保健施設サービス（介護老人保健施設に入所して受けるサービス）、介護療養施

設サービス（介護療養型医療施設に入院して受けるサービス）があります。 

 

●生活支援 
  高齢者が住み慣れた地域で生活ができるための支援のことをいいます。 

 

●生活支援サービス 
見守り、外出支援、買い物、調理、掃除などの家事支援等、高齢者が住み慣れた地域で暮ら

していくためのサービスのことをいいます。多様な主体による提供がなされています。 

 

●住所地特例 
通常、東郷町の介護保険の被保険者が町外へ引っ越す場合、その引越し先の市区町村の介護

保険の被保険者となります。ただし、引越し先が町外の介護保険施設等の場合は、引き続き、

東郷町の被保険者のままでいることになり、これを「住所地特例」といいます。 

 

●住宅改修 

手すりの取り付けや床段差の解消など、自立した生活を支援し、日常生活上の便宜を

図るために行う工事のことをいいます。 

 

●小規模多機能型居宅介護 
介護保険サービスのうちの地域密着型サービスのひとつです。利用登録をしたひとつの事業

所でさまざまな種類のサービスを受けることができます。事業所へ通って介護を受けたり、事

業所職員に自宅を訪問してもらったり、事業所に宿泊したり、必要に応じてサービスを組み合

わせて利用します。 

 

●ショートステイ（短期入所） 
介護保険サービスのうちの居宅サービスのひとつです。特別養護老人ホームや介護老人保健

施設等に短期間宿泊して、入浴・食事・機能訓練等のサービスを利用できます。 
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●所得段階別加入割合補正係数 
所得段階ごとの第１号被保険者数に、それぞれ基準額に対する割合を乗じ、合計した人数の

ことをいいます。 

 

●所得段階別加入割合補正後被保険者数 
所得段階ごとの第１号被保険者数に、それぞれ基準額に対する割合を乗じて数値を合計した

ものをいいます。 

 

●自立 
食事や排泄等の日常生活動作を行うことができ、介護や支援の必要性がないことをいいま

す。  

 

●シルバー人材センター 
60 歳以上の会員が登録している団体で、地域住民からの依頼を受けて、会員が知識や技能を

活かして様々なサービスを行います。（介護保険サービスの対象とならない家事援助等も依頼す

ることができます。） 
 

●シルバーハウジング 
高齢者が地域の中で自立して、安全かつ快適な生活を営むことができるように配慮された、

高齢者世話付住宅のことをいいます。 

 

●成年後見制度 
認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産

の管理が難しい方に対し、その権利を守るためにその者の判断能力を後見人等が補っていくこ

とによって法的に支援する制度です。 

 

●世帯 
同じ家に住み、生計を共にしている家族のことをいいます。介護保険関係の手続き上は、住

民票に記載されている世帯を指します。  

 

【た行】 
●第１号被保険者・第２号被保険者 

介護保険の被保険者は年齢により２つに分けられます。65 歳以上の人を「第１号被保険者」

といい、40 歳～64 歳の人のうち医療保険に加入している人を「第２号被保険者」といいます。 
 

●地域ケア会議 
地域包括支援センターが中心となり、多職種の連携や協働により個別ケース（困難事例）の

支援を通じた、高齢者の自立支援のためのケアマネジメントを行う会議のことをいいます。 

 

●地域ケア推進会議 
高齢者を取り巻く人的支援の充実と生活を支える社会基盤の整備を当時に進めるために、保

健、医療、福祉、介護、地域住民、行政などが連携して行う、地域包括ケアシステムの実現に

向けた取り組みを行う会議のことをいいます。 

 

●地域支え合い協議体 
高齢者を対象にしたサロンや生活支援を行っている NPO団体代表、東郷町シルバー人材セン

ター、民生委員、東郷町地域包括支援センター等のメンバーで構成され、関係者間のネットワ

ークを図り、定期的な情報共有・連携強化の場として平成２８年４月に設置しました。 
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●地域支え合いコーディネーター（地域支援推進員） 
生活支援サービスの充実及び高齢者の社会参加に向けてボランティア等の生活支援、介護予

防の担い手の養成、発掘など地域資源の開発や地域のニーズと地域支援のマッチングを行う人

のことを言います。 

 

●地域包括ケア 
生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを含め

た様々な生活支援サービス等が日常生活の場（日常生活圏域）で一体的に提供できるような地

域での体制のことをいいます。 

 

●地域包括ケアシステム 
高齢者が、住み慣れた地域でできる限り暮らし続けることが出来るよう、医療、住まい、介

護、予防、生活支援が地域内で一体的に行われるしくみのことをいいます。 

 

●地域包括支援センター 
高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続することができるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援等の様々なサービスが高齢者のニーズや状態の変化に応じ

て切れ目なく提供される必要があり、こうした高齢者の生活を支える中核機関の役割を持って

います。 

 

●地域密着型サービス 
認知症等で介護を必要とする高齢者が、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるよ

う、日常生活圏域の中で提供される多様で柔軟な介護サービスのことをいいます。市町村が事

業者指定の権限をもち、原則としてその市町村の住民のみが利用できます。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対

応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介

護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービスがあります。 

 

 

●超少子高齢社会 
少子化と高齢化が急速に同時に進んでいる社会現象のことをいいます。 

 

●町民税課税・町民税非課税・町民税課税世帯・町民税非課税世帯 
一定以上の所得があり、町民税が賦課されていることを「町民税課税」といいます。所得が

比較的少なく、町民税を納めなくていいことを「町民税非課税」といいます。 

また、同じ世帯の中に一人でも町民税課税の人がいる場合、その世帯は「町民税課税世帯」

となり、全員が町民税非課税である世帯を「町民税非課税世帯」といいます。  

 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
要介護者の在宅生活を支えるため、日中、夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に、又

はそれぞれが密接に連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスのことをいいま

す。 

 

●デイサービス（通所介護） 
デイサービスセンターに日帰りで通って、入浴、排せつ、食事等の介護を受けるサービスの

ことをいいます。  

 

●電子連絡帳 
介護の必要な高齢者が出来るだけ長く住み慣れた地域で生活し続ける支援のために、医療や

介護の多職種が連携し利用するＩＣＴシステム（情報基盤）のネットワークのことをいいま

す。 
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●特定施設・特定施設入居者生活介護 
有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅がありま

す。また、これらの施設に入居している要介護者に対して、施設の職員が行う介護サービスを

「特定施設入居者生活介護」といいます。 

 

●特別徴収 
税金や社会保険料を個人が直接支払う代わりに、給与や公的年金からあらかじめ差し引いて

徴収する方式を「特別徴収」といいます。これに対して、個人が納付書での納付や口座振替に

より直接支払うことを「普通徴収」といいます。 

介護保険制度の特別徴収では、年金保険者が介護保険料を徴収し、市区町村に納入します。 

 

●特別養護老人ホーム 
介護保険施設のひとつで、「介護老人福祉施設」のことをいいます。「特別養護老人ホーム」

は老人福祉法の用語で、一般的には「特養」と呼ぶことが多いようです。常時介護が必要で自

宅での生活が困難な人が入所し、介護を受けながら生活する施設です。 

 

 

【な行】 
●認知症 

脳の障害が引き起こす病気のことをいいます。記憶機能や認知機能が低下し、日常生活に支

障が出るような状態をいいます。忘れっぽくなったり物覚えが悪くなったりする単なる老化現

象とは異なります。 

 

●認知症カフェ 
認知症高齢者本人の居場所や役割の場、本人や家族の交流の場や相談の機会、認知症に対す

る啓発など、認知症に対する理解を深め、認知症高齢者を地域で見守っていけるようにするた

め、認知症高齢者とその家族、地域住民、専門職等誰もが集える場のことをいいます。 

 

●認知症キャラバン・メイト 
認知症サポーターを養成するための講座においてボランティアで講師となる人のことをいい

ます。 

 

●認知症ケアパス 
認知症の状態に応じた標準的で適切なサービス提供の流れを分かるようにまとめたもののこ

とをいいます。 

 

●認知症サポーター 
認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく地域で見守る応援者となった人（認

知症サポーター養成講座を受講した人）のことをいいます。  

 

●認知症初期集中支援チーム 
     医療・介護の専門職が家族に相談等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪

問し、必要な医療や介護の導入、調整や家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い自立生

活のサポートを行うチームです。 
 

   ●納付 
税金等を官庁におさめることを「納付」といいます。介護保険では、40 歳以上の人が、介護

保険料を普通徴収や特別徴収で納めます。 
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【は行】 
●徘徊高齢者見守りネットワーク 

認知症の高齢者が行方不明になった時、家族等からの依頼により電子メールやファックスで

登録した人にその情報を配信し、地域全体で探すことが出来る体制のことをいいます。 

 

●避難行動要支援者 
町内に居住する防災上何らかの配慮が必要な方のうち、災害が発生し、又は災害が発生する

おそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を

図るため特に支援を要する者をいいます。 

 

●普通徴収 
市町村が納付義務者に納入の通知をすることによって、納付義務者が納付書での納付や口座

振替により直接、保険料を支払うことをいいます。 

なお、特別徴収の対象とならない人が、普通徴収により納付します。 

※（た行）の「特別徴収」の説明もご参照ください。  

 

●保険者・被保険者 
保険を運営する者を「保険者」といいます。介護保険は市区町村が運営する決まりになって

いるので、東郷町が保険者となります。 

また、保険の対象になる人を「被保険者」といいます。東郷町が行う介護保険の被保険者

は、町内に住所のある 65 歳以上の人（第１号被保険者）と、町内に住所のある 40 歳～64 歳の

人のうち医療保険に加入している人（第２号被保険者）となります。 

 

●保険料 
保険を運営するために、加入する人が支払う料金のことをいいます。介護保険では、40 歳以

上の人が保険料を納めます。65 歳以上の人は、所得状況等に応じた保険料を支払います。40 歳

～64 歳の人は、加入している医療保険の保険料に介護保険料が含まれます。 
 

●保険料段階 
東郷町の 65 歳以上の人の介護保険料の額は、第 1 段階から第 11 段階までの「保険料段階」の

区分があり、前年の所得（本人）と町民税の課税状況（本人とその世帯）により段階が決めら

れます。また、この保険料額は東郷町全体で必要となる介護サービス費用をもとに決められま

す。 
 

【や行】 
●要介護状態・要介護者 

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活において介護が

必要である状態を「要介護状態」といいます。要介護１から要介護５に区分されます。 

また、要介護状態である 65 歳以上の人と、特定疾病により要介護状態となった 40 歳以上 65

歳未満の人を「要介護者」といいます。  

 

●要支援状態・要支援者 
身体上または精神上の障害があるために、日常生活を営むのに、介護までは必要ないが、支

援が必要である状態を「要支援状態」といいます。要支援１と要支援２に区分されます。 

また、要支援状態である 65 歳以上の人と、特定疾病により要支援状態となった 40 歳以上 65

歳未満の人を「要支援者」といいます。  

 

●要介護認定 
介護が必要である要介護者に該当することと、要介護１から要介護５までの区分について、

介護認定審査会の審査・判定に基づいて、保険者である市町村が認定をすることをいいます。

要介護認定には半年から２年間の有効期間が設けられ、引き続き認定が必要な場合は更新の手

続きをします。 
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要介護認定を受けた人は、介護サービスを一部の自己負担で利用することができます。  

 

●要支援認定 
日常生活に支援が必要である要支援者に該当することと、要支援１または要支援２の区分に

ついて、介護認定審査会の審査・判定に基づいて、保険者である市町村が認定をすることをい

います。要支援認定には半年から１年間の有効期間が設けられ、引き続き認定が必要な場合は

更新の手続きをします。 

要支援認定を受けた人は、介護予防サービスを一部の自己負担で利用することができます。 

 

●要介護度 
要支援１～２、要介護１～５までの区分のことをいいます。  

 

【ら行】 
●利用者負担 

介護サービス費のうち、サービスの利用者が負担する一部の費用のことをいいます。残りの

費用は介護保険から支給されます。 

また、施設に入所している場合とショートステイを利用する場合の食費と居住費は、全額を

利用者が支払います。（所得状況に応じて軽減の制度があります。） 

デイサービスや通所リハビリテーションを利用する際の昼食代も利用者が全額支払います。 

 

●利用者負担限度額・利用者負担段階 
施設に入所している場合や、ショートステイを利用した時にかかる「食費」と「居住費」は

全て自己負担となりますが、所得の低い人には軽減の制度があります。所得や課税の状況から

「利用者負担段階」が４段階に設定され、第１段階から第３段階までの人は、申請により、「食

費」と「居住費」が軽減されます。それぞれの段階に応じて利用者が負担する金額を「利用者

負担限度額」といい、限度額を超えた分は介護保険から支給されます。 

 

●老齢福祉年金 
国民年金制度が始まった昭和 36 年 4 月 1 日時点で 50 歳を超えていた人は、国民年金を受ける

ための受給資格期間を満たせず年金を受け取ることができないため、これらの人を救済するた

めに「老齢福祉年金制度」が設けられました。国民年金のように、加入者がお金を出し合う年

金とは異なり、全額が国から支給されます。 
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